
防 衛 省 訓 令 第 ４ 号

自 衛 隊 法 （ 昭 和 ２ ９ 年 法 律 第 １ ６ ５ 号 ） 第 ３ １ 条 第 ２

項 及 び 第 ３ ６ 条 第 ２ 項 並 び に 自 衛 隊 法 施 行 規 則 （ 昭 和 ２

９ 年 総 理 府 令 第 ４ ０ 号 ） 第 ２ ４ 条 第 ２ 項 、 第 ２ ５ 条 、 第

２ ６ 条 第 ３ 項 、 第 ２ ７ 条 第 １ 項 第 ９ 号 、 第 ３ １ 条 及 び 第

３ ６ 条 の 規 定 に 基 づ き 、 一 般 曹 候 補 生 で あ る 自 衛 官 の 任

用 等 に 関 す る 訓 令 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 １ ９ 年 １ 月 ３ １ 日

防 衛 大 臣 久 間 章 生

一 般 曹 候 補 生 で あ る 自 衛 官 の 任 用 等 に 関 す る 訓 令

（ 趣 旨 ）

第 １ 条 こ の 訓 令 は 、 一 般 曹 候 補 生 で あ る 自 衛 官 の 任 用

等 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。

（ 一 般 曹 候 補 生 ）

第 ２ 条 陸 曹 候 補 者 、 海 曹 候 補 者 又 は 空 曹 候 補 者 と し て

２ 等 陸 士 、 ２ 等 海 士 又 は ２ 等 空 士 に 採 用 さ れ る 陸 上 自

衛 官 、 海 上 自 衛 官 又 は 航 空 自 衛 官 （ 次 の 各 号 に 掲 げ る



者 を 除 く 。 ） を 、 そ れ ぞ れ 一 般 陸 曹 候 補 生 、 一 般 海 曹

候 補 生 及 び 一 般 空 曹 候 補 生 と い う 。

(1) 航 空 学 生 た る 自 衛 官 の 任 用 等 に 関 す る 訓 令 （ 昭 和

３ ７ 年 防 衛 庁 訓 令 第 ２ ８ 号 ） 第 １ 条 第 １ 項 に 規 定 す

る 航 空 学 生 で あ る 海 上 自 衛 官 及 び 航 空 自 衛 官

(2) 一 般 曹 候 補 学 生 で あ る 自 衛 官 の 任 用 等 に 関 す る 訓

令 （ 昭 和 ５ ０ 年 防 衛 庁 訓 令 第 ２ ４ 号 ） 第 ２ 条 第 １ 項

に 規 定 す る 一 般 陸 曹 候 補 学 生 で あ る 陸 上 自 衛 官 、 一

般 海 曹 候 補 学 生 で あ る 海 上 自 衛 官 及 び 一 般 空 曹 候 補

学 生 で あ る 航 空 自 衛 官

(3) 曹 候 補 士 で あ る 自 衛 官 の 任 用 等 に 関 す る 訓 令 （ 平

成 ２ 年 防 衛 庁 訓 令 第 １ ０ 号 ） 第 ２ 条 第 １ 項 に 規 定 す

る 陸 曹 候 補 士 で あ る 陸 上 自 衛 官 、 海 曹 候 補 士 で あ る

海 上 自 衛 官 及 び 空 曹 候 補 士 で あ る 航 空 自 衛 官

(4) 陸 上 自 衛 隊 看 護 学 生 の 任 用 等 に 関 す る 訓 令 （ 昭 和

３ ２ 年 陸 上 自 衛 隊 訓 令 第 １ ７ 号 ） 第 ２ 条 第 １ 項 に 規

定 す る 陸 上 自 衛 隊 看 護 学 生 で あ る 陸 上 自 衛 官

２ 前 項 に 規 定 す る 一 般 陸 曹 候 補 生 、 一 般 海 曹 候 補 生 及



び 一 般 空 曹 候 補 生 を 一 般 曹 候 補 生 と 総 称 す る 。

（ 任 用 期 間 ）

第 ３ 条 一 般 曹 候 補 生 は 、 自 衛 隊 法 第 ３ ６ 条 第 ２ 項 に 規

定 す る 防 衛 大 臣 の 定 め る 者 と す る 。

（ 任 用 ）

第 ４ 条 一 般 曹 候 補 生 試 験 に 合 格 し た 者 は 、 ２ 等 陸 士 、

２ 等 海 士 又 は ２ 等 空 士 で あ る 自 衛 官 に 採 用 し 、 一 般 曹

候 補 生 を 命 ず る 。 た だ し 、 合 格 し た 者 が 自 衛 官 で あ る

場 合 は 、 そ の 者 の 現 階 級 に お い て 又 は こ れ と 同 位 の 階

級 の 陸 上 自 衛 官 、 海 上 自 衛 官 若 し く は 航 空 自 衛 官 に 異

動 さ せ て 一 般 曹 候 補 生 を 命 ず る 。

２ 一 般 曹 候 補 生 で あ る 自 衛 官 の 採 用 及 び 一 般 曹 候 補 生

の 命 免 並 び に 一 般 曹 候 補 生 の 任 命 に 際 し て の 補 職 及 び

教 育 入 隊 の 発 令 は 、 陸 上 自 衛 隊 、 海 上 自 衛 隊 又 は 航 空

自 衛 隊 の 区 分 に 応 じ 、 次 の 各 号 に 定 め る 者 が 行 う 。

(1) 陸 上 自 衛 隊 方 面 総 監 （ 防 衛 大 臣 直 轄 の 部 隊 （ 方

面 隊 を 除 く 。 ） 及 び 機 関 に 所 属 す る 一 般 陸 曹 候 補 生

で あ る 自 衛 官 に つ い て 一 般 陸 曹 候 補 生 を 免 ず る 場 合



に は 、 陸 上 幕 僚 長 ）

(2) 海 上 自 衛 隊 地 方 総 監

(3) 航 空 自 衛 隊 航 空 教 育 集 団 司 令 官 （ 一 般 空 曹 候 補

生 を 免 ず る 場 合 に は 、 任 命 権 に 関 す る 訓 令 （ 昭 和 ３

６ 年 防 衛 庁 訓 令 第 ４ 号 ） 第 ３ ０ 条 第 １ 項 に 規 定 す る

者 ）

（ 試 験 ）

第 ５ 条 一 般 曹 候 補 生 試 験 の 方 法 は 、 筆 記 試 験 、 身 体 検

査 、 口 述 試 験 及 び 適 性 検 査 と す る 。

２ 筆 記 試 験 は 、 国 語 、 数 学 及 び 英 語 の ３ 科 目 に つ き 学

校 教 育 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ２ ６ 号 ） に 定 め る 高 等 学

校 卒 業 程 度 の 学 力 に つ い て 行 う 。

３ 身 体 検 査 は 、 自 衛 官 等 の 採 用 の た め の 身 体 検 査 に 関

す る 訓 令 （ 昭 和 ２ ９ 年 防 衛 庁 訓 令 第 １ ４ 号 ） 別 表 第 １

に 規 定 す る 一 般 自 衛 官 等 合 格 基 準 に よ り 行 う 。

４ 一 般 曹 候 補 生 試 験 は 、 陸 上 幕 僚 長 が 実 施 す る 。

（ 受 験 資 格 ）

第 ６ 条 一 般 曹 候 補 生 試 験 を 受 け る こ と の で き る 者 は 、



日 本 の 国 籍 を 有 す る 者 で 一 般 曹 候 補 生 試 験 を 受 け る 年

の 翌 年 ４ 月 １ 日 に お い て １ ８ 歳 以 上 ２ ７ 歳 未 満 の も の

と す る 。

（ 教 育 訓 練 ）

第 ７ 条 一 般 曹 候 補 生 の 教 育 訓 練 に 関 し て は 、 陸 上 自 衛

隊 の 教 育 訓 練 に 関 す る 訓 令 （ 昭 和 ３ ８ 年 陸 上 自 衛 隊 訓

令 第 １ ０ 号 ） 、 海 上 自 衛 隊 の 教 育 訓 練 に 関 す る 訓 令 （

昭 和 ４ ２ 年 海 上 自 衛 隊 訓 令 第 ４ 号 ） 又 は 航 空 自 衛 隊 の

教 育 訓 練 に 関 す る 訓 令 （ 昭 和 ４ １ 年 航 空 自 衛 隊 訓 令 第

３ 号 ） に 定 め る と こ ろ に よ る 。

（ 昇 任 ）

第 ８ 条 第 ４ 条 第 １ 項 本 文 の 規 定 に よ り 一 般 曹 候 補 生 と

し て 採 用 さ れ た 者 の 昇 任 は 、 次 の 各 号 に 定 め る と こ ろ

に よ る 。

(1) １ 等 陸 士 、 １ 等 海 士 又 は １ 等 空 士 採 用 後 お お む

ね ６ 月

(2) 陸 士 長 、 海 士 長 又 は 空 士 長 １ 等 陸 士 、 １ 等 海 士

又 は １ 等 空 士 に 昇 任 後 お お む ね ６ 月



(3) ３ 等 陸 曹 、 ３ 等 海 曹 又 は ３ 等 空 曹 陸 士 長 、 海 士

長 又 は 空 士 長 に 昇 任 後 防 衛 大 臣 が 別 に 定 め る と こ ろ

に よ る 。

２ 第 ４ 条 第 １ 項 た だ し 書 の 規 定 に よ り 一 般 曹 候 補 生 を

命 ぜ ら れ た 者 の 昇 任 に つ い て は 、 次 の 各 号 に 定 め る と

こ ろ に よ る 。

(1) １ 等 陸 士 、 １ 等 海 士 又 は １ 等 空 士 前 項 第 １ 号 に

定 め る 月 数 か ら ２ 等 陸 士 、 ２ 等 海 士 又 は ２ 等 空 士 と

し て 任 命 さ れ て い た 期 間 を 減 じ た 期 間 を 経 過 し た と

き （ ２ 等 陸 士 、 ２ 等 海 士 又 は ２ 等 空 士 と し て 任 命 さ

れ て い た 期 間 が 同 号 に 定 め る 月 数 を 超 え る 場 合 に は

、 一 般 曹 候 補 生 を 命 ぜ ら れ た と き 。 ） 。

(2) 陸 士 長 、 海 士 長 又 は 空 士 長 前 項 第 ２ 号 に 定 め る

月 数 か ら １ 等 陸 士 、 １ 等 海 士 又 は １ 等 空 士 と し て 任

命 さ れ て い た 期 間 を 減 じ た 期 間 を 経 過 し た と き （ １

等 陸 士 、 １ 等 海 士 又 は １ 等 空 士 と し て 任 命 さ れ て い

た 期 間 が 同 号 に 定 め る 月 数 を 超 え る 場 合 に は 、 一 般

曹 候 補 生 を 命 ぜ ら れ た と き 。 ） 。



(3) ３ 等 陸 曹 、 ３ 等 海 曹 又 は ３ 等 空 曹 第 ４ 条 第 １ 項

本 文 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た 同 期 の 者 が 前 項 第 ３ 号

の 規 定 に よ り ３ 等 陸 曹 、 ３ 等 海 曹 又 は ３ 等 空 曹 に 昇

任 す る と き 。

（ 一 般 曹 候 補 生 を 免 ず る 場 合 ）

第 ９ 条 一 般 曹 候 補 生 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る

場 合 に は 、 一 般 曹 候 補 生 を 免 ず る も の と す る 。

(1) 成 績 の 不 良 又 は 心 身 の 故 障 の た め 第 ７ 条 に 定 め る

所 定 の 教 育 訓 練 を 修 了 す る 見 込 み が な い と 認 め ら れ

る 場 合

(2) 一 般 曹 候 補 生 と し て ふ さ わ し く な い 行 為 が あ っ た

場 合

(3) 前 各 号 の ほ か 、 一 般 曹 候 補 生 と し て 必 要 な 適 格 性

を 欠 く 場 合

（ 委 任 規 定 ）

第 １ ０ 条 こ の 訓 令 の 実 施 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 陸 上 幕

僚 長 、 海 上 幕 僚 長 又 は 航 空 幕 僚 長 が 定 め る 。 た だ し 、

一 般 曹 候 補 生 試 験 の 実 施 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 陸 上 幕



僚 長 が 海 上 幕 僚 長 及 び 航 空 幕 僚 長 と 協 議 し て 定 め る も

の と す る 。

附 則

１ こ の 訓 令 は 、 平 成 １ ９ 年 ４ 月 ９ 日 か ら 施 行 す る 。

２ 勤 務 評 定 に 関 す る 訓 令 （ 昭 和 ３ ３ 年 防 衛 庁 訓 令 第 １

０ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 ２ 条 第 ４ 号 中 「 ） で あ る 自 衛 官 」 の 次 に 「 及 び 一

般 曹 候 補 生 で あ る 自 衛 官 の 任 用 等 に 関 す る 訓 令 （ 平 成

１ ９ 年 防 衛 省 訓 令 第 ４ 号 ） 第 ２ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 一

般 陸 曹 候 補 生 、 一 般 海 曹 候 補 生 又 は 一 般 空 曹 候 補 生 （

以 下 「 一 般 曹 候 補 生 」 と い う 。 ） で あ る 自 衛 官 」 を 加

え る 。

第 １ ０ 条 第 ２ 項 中 「 及 び 曹 候 補 士 で あ る 自 衛 官 （ 以

下 「 准 尉 、 曹 及 び 曹 候 補 士 」 を 「 、 曹 候 補 士 で あ る 自

衛 官 及 び 一 般 曹 候 補 生 で あ る 自 衛 官 （ 以 下 「 准 尉 、 曹

、 曹 候 補 士 及 び 一 般 曹 候 補 生 」 に 改 め る 。

第 １ ４ 条 中 「 で あ る 自 衛 官 」 の 次 に 「 又 は 一 般 曹 候

補 生 で あ る 自 衛 官 」 を 加 え る 。



別 記 様 式 第 ２ 中 「 （ 准 尉 、 曹 及 び 曹 候 補 士 で あ る 自

衛 官 用 ） 」 を 「 （ 准 尉 、 曹 、 曹 候 補 士 及 び 一 般 曹 候 補

生 で あ る 自 衛 官 用 ） 」 に 改 め る 。

３ 任 命 権 に 関 す る 訓 令 （ 昭 和 ３ ６ 年 防 衛 庁 訓 令 第 ４ 号

） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 １ 条 第 ２ 項 中 「 一 般 曹 候 補 学 生 、 曹 候 補 士 」 の 次

に 「 、 一 般 曹 候 補 生 」 を 、 「 曹 候 補 士 で あ る 自 衛 官 の

任 用 等 に 関 す る 訓 令 （ 平 成 ２ 年 防 衛 庁 訓 令 第 １ ０ 号 ）

」 の 次 に 「 、 一 般 曹 候 補 生 で あ る 自 衛 官 の 任 用 等 に 関

す る 訓 令 （ 平 成 １ ９ 年 防 衛 省 訓 令 第 ４ 号 ） 」 を 加 え る 。

４ 一 般 曹 候 補 学 生 で あ る 自 衛 官 の 任 用 等 に 関 す る 訓 令

（ 昭 和 ５ ０ 年 防 衛 庁 訓 令 第 ２ ４ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う

に 改 正 す る 。

第 ２ 条 第 １ 項 中 「 陸 曹 候 補 士 で あ る 陸 上 自 衛 官 」 の

次 に 「 、 一 般 曹 候 補 生 で あ る 自 衛 官 の 任 用 等 に 関 す る

訓 令 （ 平 成 １ ９ 年 防 衛 省 訓 令 第 ４ 号 ） 第 ２ 条 第 １ 項 に

規 定 す る 一 般 陸 曹 候 補 生 で あ る 陸 上 自 衛 官 」 を 加 え 、

「 及 び 曹 候 補 士 で あ る 自 衛 官 の 任 用 等 に 関 す る 訓 令 第



２ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 海 曹 候 補 士 」 を 「 、 曹 候 補 士 で

あ る 自 衛 官 の 任 用 等 に 関 す る 訓 令 第 ２ 条 第 １ 項 に 規 定

す る 海 曹 候 補 士 で あ る 海 上 自 衛 官 及 び 一 般 曹 候 補 生 で

あ る 自 衛 官 の 任 用 等 に 関 す る 訓 令 第 ２ 条 第 １ 項 に 規 定

す る 一 般 海 曹 候 補 生 」 に 、 「 及 び 曹 候 補 士 で あ る 自 衛

官 の 任 用 等 に 関 す る 訓 令 第 ２ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 空 曹

候 補 士 」 を 「 、 曹 候 補 士 で あ る 自 衛 官 の 任 用 等 に 関 す

る 訓 令 第 ２ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 空 曹 候 補 士 で あ る 航 空

自 衛 官 及 び 一 般 曹 候 補 生 で あ る 自 衛 官 の 任 用 等 に 関 す

る 訓 令 第 ２ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 一 般 空 曹 候 補 生 」 に 改

め る 。

第 ４ 条 第 ２ 項 中 「 一 般 曹 候 補 学 生 で あ る 自 衛 官 の 採

用 及 び 」 を 削 る 。

第 ５ 条 及 び 第 ６ 条 を 次 の よ う に 改 め る 。

第 ５ 条 及 び 第 ６ 条 削 除

５ 自 衛 官 等 の 心 理 適 性 検 査 に 関 す る 訓 令 （ 昭 和 ５ １ 年

防 衛 庁 訓 令 第 ３ ７ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 ４ 条 第 ２ 項 中 「 曹 候 補 士 」 を 「 一 般 曹 候 補 生 」 に



改 め る 。

別 表 採 用 検 査 の 項 中 「 曹 候 補 士 」 を 「 一 般 曹 候 補 生

」 に 改 め 、 同 表 職 務 検 査 の 項 中 「 並 び に 曹 候 補 士 」 を

「 、 曹 候 補 士 並 び に 一 般 曹 候 補 生 」 に 改 め る 。

６ 防 衛 記 念 章 の 制 式 等 に 関 す る 訓 令 （ 昭 和 ５ ６ 年 防 衛

庁 訓 令 第 ４ ３ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

附 図 ２ イ 中 「 海 曹 候 補 士 で あ る 自 衛 官 」 の 次 に 「(１ )

及 び 一 般 曹 候 補 生 で あ る 自 衛 官 の 任 用 等 に 関 す る 訓 令

（ 平 成 １ ９ 年 防 衛 省 訓 令 第 ４ 号 ） 第 ２ 条 第 １ 項 に 規 定

す る 一 般 海 曹 候 補 生 で あ る 自 衛 官 」 を 加 え る 。

７ 曹 候 補 士 で あ る 自 衛 官 の 任 用 等 に 関 す る 訓 令 （ 平 成

２ 年 防 衛 庁 訓 令 第 １ ０ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。

第 ２ 条 第 １ 項 中 「 一 般 陸 曹 候 補 学 生 で あ る 陸 上 自 衛

官 」 の 次 に 「 、 一 般 曹 候 補 生 で あ る 自 衛 官 の 任 用 等 に

関 す る 訓 令 （ 平 成 １ ９ 年 防 衛 省 訓 令 第 ４ 号 ） 第 ２ 条 第

１ 項 に 規 定 す る 一 般 陸 曹 候 補 生 で あ る 陸 上 自 衛 官 」 を

加 え 、 「 及 び 一 般 曹 候 補 学 生 で あ る 自 衛 官 の 任 用 等 に



関 す る 訓 令 第 ２ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 一 般 海 曹 候 補 学 生

」 を 「 、 一 般 曹 候 補 学 生 で あ る 自 衛 官 の 任 用 等 に 関 す

る 訓 令 第 ２ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 一 般 海 曹 候 補 学 生 で あ

る 海 上 自 衛 官 及 び 一 般 曹 候 補 生 で あ る 自 衛 官 の 任 用 等

に 関 す る 訓 令 第 ２ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 一 般 海 曹 候 補 生

」 に 、 「 及 び 一 般 曹 候 補 学 生 で あ る 自 衛 官 の 任 用 等 に

関 す る 訓 令 第 ２ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 一 般 空 曹 候 補 学 生

」 を 「 、 一 般 曹 候 補 学 生 で あ る 自 衛 官 の 任 用 等 に 関 す

る 訓 令 第 ２ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 一 般 空 曹 候 補 学 生 で あ

る 航 空 自 衛 官 及 び 一 般 曹 候 補 生 で あ る 自 衛 官 の 任 用 等

に 関 す る 訓 令 第 ２ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 一 般 空 曹 候 補 生

」 に 改 め る 。

第 ４ 条 第 ２ 項 中 「 曹 候 補 士 で あ る 自 衛 官 の 採 用 及 び

」 を 削 る 。

第 ５ 条 及 び 第 ６ 条 を 次 の よ う に 改 め る 。

第 ５ 条 及 び 第 ６ 条 削 除

８ 陸 曹 候 補 生 に 関 す る 訓 令 （ 昭 和 ３ ６ 年 陸 上 自 衛 隊 訓

令 第 ８ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。



第 １ 条 中 「 陸 曹 候 補 士 」 の 次 に 「 、 一 般 陸 曹 候 補 生

」 を 加 え る 。


